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営業再開!!



〒727-0012
広島県庄原市中本町一丁目3－1 渡辺ビル2階
庄原警察署隣　比婆医院様2階
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特に好調 （50＜DI）

※上記のマークを参考にして景況早見表をご覧ください

産業別

項目別 売上高 採算 仕入単価 販売単価 従業員

比
年
前

し
通
見

業況 資金繰り

好　　調 （25≦DI＜50） まあまあ （0≦DI＜25） 不　　振 （▲25≦DI＜0） きわめて不振 （DI＜▲25）

庄原商工会議所  会員情報担当　梶谷●お申込み・お問合せ

このコーナーは会員さんが自由に使っていただけます。会社（事業所）・お店の紹介をしませんか？ 無料

遠慮なくなんでもお問い合わせ下さい。

原市の課題『遊休施設活用×地方創生』をテーマに古民家ホテル
運営、企画を行っています。また庄原市の豊かなアウトドアフィー

ルドを生かしたイベント企画立案や運営、併せて遊休施設などをアウトド
アフィールドへ低コストで改修、活用する提案のコンサルティングも行い
ます。県北では珍しい視覚的デザインとデザイン的思考の手法を用いて、
企業様の様々な課題と向き合いながら企業様の課題のサポートや企業
ブランディングのトータルサポートにも力を入れて活動しています。

広島県庄原市中本町２-２-１９　　0824-74-6161　090-1689-0756
●HP ▼https://www.next-baton.com/
●SNS ▼https://www.facebook.com/baton2020m/

Baton （バトン）

会 員 情 報

庄
　5月28日から6月25日まで計4回にわた
り社会保険労務士の山下千春氏にお越し
いただき無料相談会を開催しました。
　新型コロナウイルス感染症の影響で事
業縮小を余儀なくされた事業主が従業員
の雇用の維持を図った場合に休業手当等
の一部を助成する「雇用調整助成金」「緊
急雇用安定助成金」について、制度の基本
的な説明から申請書類の書き方、添付書類

相談日

時　間

場　所

毎週火曜日・金曜日
（注：相談日は、諸事情で変更になる場合がございます）

午前8時30分から午後5時
事前に来所時間の予約も可能です

庄原商工会議所 相談会場（2F会議室）

　今回の新型コロナウイルス
感染拡大の影響を受けている
事業所様を対象に、「なんでも
経営相談窓口」を開設していま
す。
　雇用調整助成金、持続化給
付金、広島県感染防止協力支
援金や各種融資まで、専任の
行政書士がどんな相談もお受
けしております。

お問い合わせが多い為、前日までに電話にて予約い
ただくとスムーズに対応ができます。
相談日以外にも当所の経営指導員が対応致します。

行政書士
宮崎　孝記

（みやざき法務事務所）

【お問い合わせ】　庄原商工会議所  相談課　    0824－72－2121

について丁寧に説明していただきました。
実際に相談に来られた方からは「とても難
しい制度と聞いていたが丁寧な説明のお
かげで制度について理解を深めることが
できた。申請のハードルがグッと下がった。」
とお話しいただきました。
　今後も、このような相談会を開催する予
定ですので、是非ご利用ください。

なんでも経営相談窓口を開設しています

社会保険労務士
による

無料相談会を

開催しました

社会保険労務士
による

無料相談会を

開催しました
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内装仕上工事業県知事許可番号
許可（般－1）第39475
品質管理認定工場はじめました。

うれしい情報をお届けします! ぜひ友達登録してね!
友達になるとライン会員となり特典があります。各給油所でご提示下さい。

西田産業㈱ 庄原SS内
TEL0824－72－0215
〒727ー0011 庄原市東本町1ー23ー21

西田産業㈱ 上原SS内
TEL0824－72－2345
〒727ー0022 庄原市上原町2672ー7

詳しくは、庄原商工会議所までお問い合わせ下さい。

通常のマル経限度額に加え、別枠1,000万円が設けられました。
当初3年間の融資利率は
マル経利率1.21%－0.9%＝ 0.31% となります。（別枠の1,000万円以内に限ります。）
加えて、制度拡充され、低減利率適用期間中は利子補給制度（実質無利子化）の対象になります。
適用には条件がございますので、ご利用の際はお問い合わせください。

TEL72-2121

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている事業者さまへ

ま
る
ご
と

融
資

◎マルケイ融資（小規模事業者経営改善資金）2,000万円
　1,500万円を超える融資の場合は事業計画書の提出が必要です。
　（運転資金：7年以内・設備資金：10年以内）
　金　　利　1.21%（6/1現在）

日本政策金融公庫　国民生活事業
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事業主の皆さまへ（庄原市の対策制度）

【お問い合わせ】　庄原市役所　商工観光課　    0824－73－1178

感染拡大の予防対応等のため、事業者が自発的か
つ新規に取り組む設備導入や事業継続の経費につ
いて、1事業所当たり30万円(補助率3/4)を上限に
補助します。

売上が前年同月比で30%以上50%未満の減少と
なっている事業者に対し、応援給付金として1事業
所当たり10万円を給付します。

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止補助金

中小企業者等事業継続応援給付金

【対 象 者】
市内に主たる事業所（店舗）を置く中小企業及び個人事業主

または、市内支援団体等
　ただし、医療・福祉、公務、および、風俗営業等の規制及び業
務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第2条に
規定する風俗営業を行うものは対象外。

【事業費補助】
補助対象経費の4分の3以内（限度額30万円・補助回数１回
限り・千円未満の端数は切り捨て）

【補助対象期間】
　令和２年３月１日（日）～令和２年９月３０日（水）

【申請期間】
　令和２年５月２２日（金）～令和２年１２月２５日（金）（消印有効）
　※原則郵送での申請とします。
■事業対象経費について
・感染拡大防止に係る施設等の消毒や清掃衛生対策のために
必要な経費
・感染拡大防止に係る施設等の改修及び設備に必要な経費
・感染拡大を予防し事業を継続するために必要な経費

【補助対象外】
車両など汎用性の高い資産の購入費、人件費、家賃等の固定経
費、損失補填、借入に伴う支払利息、公租公課（消費税など）、不動
産購入費、振込手数料、飲食接待費、税務申告・決算書作成等のた
めの税理士等に支払う費用、雇用削減を伴う事業に係る経費、そ
の他公的資金の使途として社会通念上不適切と認められる費用

【対象者】　市内の中小企業者等で次のもの
①法人
　資本金10億円以上の大企業を除く法人で市内に本店又は
主たる事業所を有する者（ＮＰＯ法人、医療法人、農業法人、社
会福祉法人など事業所得の申告がある法人でかつ公益的団体
でない事業者）
②個人（市内に住所を有し、市内に主たる事業所を置く個人事業主）
　営利を目的として専業で事業を行う者が対象です。
　　（庄原市内在住でも庄原市外で事業を営む方は対象外です。）
※中小企業基本法第２条に定める規模の「中小企業者」に加えて、
中堅企業も対象
※新型コロナウイルスの感染拡大により影響を受けている事業
者が対象です

【以下に該当となる事業者は対象外】
(1) 政治団体
(2) 宗教上の組織又は団体
(3) 暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員又は同条第
２号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有
する者

(4) 風営法第２条に規定する風俗営業を営む者
(5) 庄原市新型コロナウイルス感染症感染防止対策支援金※
を受給している事業者

　　※病院、診療所、歯科診療所等に対する支援金です。
（6） 国の持続化給付金を申請し、又は支給を受ける事業者
（7） 前年の確定申告における事業収入が120万円未満の事業者
（8） 前各号に掲げるもののほか、交付が適当でないと市長が認
める者

【対象要件】
　以下の要件のすべてを満たす事業者が対象となります。
①新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年１月から６月
までの間で、いずれかひと月の売上が前年同月比で３０％以上
５０％未満になっていること
②令和２年４月30日以前に開業した法人（公共的法人を除く。）又
は個人事業者で、前年の確定申告において事業収入を得てい
ること
③今後も事業を継続する意思があること
④市税の滞納がないこと
※本制度による給付金を受けたのち、国の持続化給付金の対象
となり給付を受ける場合は、本制度による給付金の返還が生
じます。
※前年同月の比較ができない創業者や売上が一定期間に偏在し
ている方などはご相談ください。
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食品衛生許可第３類を取得している飲食店様を
対象に７店舗の参加で開催しました。

４月より庄原商工会議所に着任いたしました。
木曜会、さくらフェスティバル等の会計を担当
させていただきます。
庄原で頑張っておられる方々の力になりたい！
庄原を盛り上げていきたい！という想いを持って
仕事に取り組んでおります。
来所の際には、お気軽にお声掛けいただければ
幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

びほく応援
プロジェクト
実行委員会

 ５月１３日(水)から６月１２日
(金)までの1か月間、市役
所への弁当配
達事業を行い
ました。

参加店舗は
● 味久良 様
● Homespring 様
● キッチン北川 様
● 七輪焼きぼちぼち 様

● ひろしま県民の森 様
● 生活や 様
● Bambe 様
　　　　　　　　(順不同)

市役所本庁職員からの注文の取りまとめ、発注は庄原市
役所商工観光課様にご協力いただきました。

新 入 職 員
紹 介

小川 有香さん
ゆ　か
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集計結果は次の通りです。

■ 4月の売上高はどの程度
 　影響を受けましたか？

■ 今後も売上減少が見込まれる場合に想定される主な理由

の影響に係る調査結果の影響に係る調査結果

■ 事業所・店舗の閉鎖・休業をしている場合、
　 従業員の雇用調整を行われていますか？

■ 50％以上減　
■ 20～30％以上減 
■ 5～20％以上減
■ 売上に影響なし

■ 50％以上減　
■ 20～30％以上減 
■ 5～20％以上減
■ 売上に影響なし

■ 想定できない
■ 6か月～1年以上
■ 3～6か月以上
■ 1～3か月以上

■ 閉鎖・休業している
■ 検討している
■ 今は考えていない

■ 閉鎖・休業している
■ 検討している
■ 今は考えていない

■ 当月（4月）を含む3か月の売上高はどの
　 程度影響を受けると見込んでいますか？

■ 売上高の回復までにどの程度の時間が
　 かかると考えますか？

■ 事業所・店舗の閉鎖・休業等の対応を
　 行っていますか？

今後も調査を
継続する予定です。

新型コロナウイルス感染症新型コロナウイルス感染症
商工会議所報4月号の同封書類
として庄原市内会員事業を対象
に実施。
全業種計139社に回答いただき
ました。

55％
63社21％

24社

19％
21社

5％ 6社

33％
44社

11％
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63％
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45％
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19％
26社

16％
22社
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43％
59社

12％
17社

17％
24社

28％
39社

業種別でみると、飲食業を含むサービス業の８０％が売上減少しているとの回答でした。
広島県の休業要請の該当事業所が多くを占めており、来客者数の減少が大きな原因となっています。
現時点で売り上げに大きな影響が少ない業種は建設業ですが、コロナ禍が続くとなる

と、公共事業の停止や工事現場の閉鎖の可能性が大きくなるため、売上減少する恐れが
あると答えた事業所が多いです。
また、元請け、下請けの休業や資材業者の納入遅れによってやむを得ず休業すると
いった企業も多く、間接的に被害を受ける企業が多く見受けられます。

15％
12社

● 移動自粛要請による来客数の減少 36件

● 休業要請による営業の自粛・休業・閉館 17件

● イベント・行事の中止による売上減少 10件

● 取引先の生産調整・休業などの為、仕事量が減少している 8件
● 収入減少による購買意欲の低下
● 終息の時期がわからず、顧客・事業所ともに精神的なダメージが大きい
● 新築工事の取り止め、現場の閉鎖、新規工事の着工延期 7件

● 予約のキャンセルと新たな予約の大幅な減少 6件
● 営業活動ができない
● 施設利用者の減少 4件
● 原材料の納入遅れ・外国輸入原料が入ってこない
● 来客数制限・感染症対策によるコストの増大、支出増大 3件
● 取引先の需要の減少による売上減
● 多数の人間が携わる職業で、コロナが終息しないかぎり仕事にならない為、収入が期待できない 2件
● 市内感染者が出た場合の売上減少は大きい
● コロナ以前に消費税が10％上がった時点から売上が減少し始め、そして今度のコロナでますます
悪化している

● 三次に近いからと、仕事を断られる
● これまでの習慣がこの度の感染病の影響で一変し、この現象が従来の形にもどる事は考えにくい 1件
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内装仕上工事業県知事許可番号
許可（般－1）第39475
品質管理認定工場はじめました。

うれしい情報をお届けします! ぜひ友達登録してね!
友達になるとライン会員となり特典があります。各給油所でご提示下さい。

西田産業㈱ 庄原SS内
TEL0824－72－0215
〒727ー0011 庄原市東本町1ー23ー21

西田産業㈱ 上原SS内
TEL0824－72－2345
〒727ー0022 庄原市上原町2672ー7

詳しくは、庄原商工会議所までお問い合わせ下さい。

通常のマル経限度額に加え、別枠1,000万円が設けられました。
当初3年間の融資利率は
マル経利率1.21%－0.9%＝ 0.31% となります。（別枠の1,000万円以内に限ります。）
加えて、制度拡充され、低減利率適用期間中は利子補給制度（実質無利子化）の対象になります。
適用には条件がございますので、ご利用の際はお問い合わせください。

TEL72-2121

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている事業者さまへ

ま
る
ご
と

融
資

◎マルケイ融資（小規模事業者経営改善資金）2,000万円
　1,500万円を超える融資の場合は事業計画書の提出が必要です。
　（運転資金：7年以内・設備資金：10年以内）
　金　　利　1.21%（6/1現在）

日本政策金融公庫　国民生活事業
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事業主の皆さまへ（庄原市の対策制度）

【お問い合わせ】　庄原市役所　商工観光課　    0824－73－1178

感染拡大の予防対応等のため、事業者が自発的か
つ新規に取り組む設備導入や事業継続の経費につ
いて、1事業所当たり30万円(補助率3/4)を上限に
補助します。

売上が前年同月比で30%以上50%未満の減少と
なっている事業者に対し、応援給付金として1事業
所当たり10万円を給付します。

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止補助金

中小企業者等事業継続応援給付金

【対 象 者】
市内に主たる事業所（店舗）を置く中小企業及び個人事業主

または、市内支援団体等
　ただし、医療・福祉、公務、および、風俗営業等の規制及び業
務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第2条に
規定する風俗営業を行うものは対象外。

【事業費補助】
補助対象経費の4分の3以内（限度額30万円・補助回数１回
限り・千円未満の端数は切り捨て）

【補助対象期間】
　令和２年３月１日（日）～令和２年９月３０日（水）

【申請期間】
　令和２年５月２２日（金）～令和２年１２月２５日（金）（消印有効）
　※原則郵送での申請とします。
■事業対象経費について
・感染拡大防止に係る施設等の消毒や清掃衛生対策のために
必要な経費
・感染拡大防止に係る施設等の改修及び設備に必要な経費
・感染拡大を予防し事業を継続するために必要な経費

【補助対象外】
車両など汎用性の高い資産の購入費、人件費、家賃等の固定経
費、損失補填、借入に伴う支払利息、公租公課（消費税など）、不動
産購入費、振込手数料、飲食接待費、税務申告・決算書作成等のた
めの税理士等に支払う費用、雇用削減を伴う事業に係る経費、そ
の他公的資金の使途として社会通念上不適切と認められる費用

【対象者】　市内の中小企業者等で次のもの
①法人
　資本金10億円以上の大企業を除く法人で市内に本店又は
主たる事業所を有する者（ＮＰＯ法人、医療法人、農業法人、社
会福祉法人など事業所得の申告がある法人でかつ公益的団体
でない事業者）
②個人（市内に住所を有し、市内に主たる事業所を置く個人事業主）
　営利を目的として専業で事業を行う者が対象です。
　　（庄原市内在住でも庄原市外で事業を営む方は対象外です。）
※中小企業基本法第２条に定める規模の「中小企業者」に加えて、
中堅企業も対象
※新型コロナウイルスの感染拡大により影響を受けている事業
者が対象です

【以下に該当となる事業者は対象外】
(1) 政治団体
(2) 宗教上の組織又は団体
(3) 暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員又は同条第
２号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有
する者

(4) 風営法第２条に規定する風俗営業を営む者
(5) 庄原市新型コロナウイルス感染症感染防止対策支援金※
を受給している事業者

　　※病院、診療所、歯科診療所等に対する支援金です。
（6） 国の持続化給付金を申請し、又は支給を受ける事業者
（7） 前年の確定申告における事業収入が120万円未満の事業者
（8） 前各号に掲げるもののほか、交付が適当でないと市長が認
める者

【対象要件】
　以下の要件のすべてを満たす事業者が対象となります。
①新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年１月から６月
までの間で、いずれかひと月の売上が前年同月比で３０％以上
５０％未満になっていること
②令和２年４月30日以前に開業した法人（公共的法人を除く。）又
は個人事業者で、前年の確定申告において事業収入を得てい
ること
③今後も事業を継続する意思があること
④市税の滞納がないこと
※本制度による給付金を受けたのち、国の持続化給付金の対象
となり給付を受ける場合は、本制度による給付金の返還が生
じます。
※前年同月の比較ができない創業者や売上が一定期間に偏在し
ている方などはご相談ください。
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食品衛生許可第３類を取得している飲食店様を
対象に７店舗の参加で開催しました。

４月より庄原商工会議所に着任いたしました。
木曜会、さくらフェスティバル等の会計を担当
させていただきます。
庄原で頑張っておられる方々の力になりたい！
庄原を盛り上げていきたい！という想いを持って
仕事に取り組んでおります。
来所の際には、お気軽にお声掛けいただければ
幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

びほく応援
プロジェクト
実行委員会

 ５月１３日(水)から６月１２日
(金)までの1か月間、市役
所への弁当配
達事業を行い
ました。

参加店舗は
● 味久良 様
● Homespring 様
● キッチン北川 様
● 七輪焼きぼちぼち 様

● ひろしま県民の森 様
● 生活や 様
● Bambe 様
　　　　　　　　(順不同)

市役所本庁職員からの注文の取りまとめ、発注は庄原市
役所商工観光課様にご協力いただきました。

新 入 職 員
紹 介

小川 有香さん
ゆ　か
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(5) 庄原市新型コロナウイルス感染症感染防止対策支援金※
を受給している事業者

　　※病院、診療所、歯科診療所等に対する支援金です。
（6） 国の持続化給付金を申請し、又は支給を受ける事業者
（7） 前年の確定申告における事業収入が120万円未満の事業者
（8） 前各号に掲げるもののほか、交付が適当でないと市長が認
める者

【対象要件】
　以下の要件のすべてを満たす事業者が対象となります。
①新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年１月から６月
までの間で、いずれかひと月の売上が前年同月比で３０％以上
５０％未満になっていること
②令和２年４月30日以前に開業した法人（公共的法人を除く。）又
は個人事業者で、前年の確定申告において事業収入を得てい
ること
③今後も事業を継続する意思があること
④市税の滞納がないこと
※本制度による給付金を受けたのち、国の持続化給付金の対象
となり給付を受ける場合は、本制度による給付金の返還が生
じます。
※前年同月の比較ができない創業者や売上が一定期間に偏在し
ている方などはご相談ください。
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食品衛生許可第３類を取得している飲食店様を
対象に７店舗の参加で開催しました。

４月より庄原商工会議所に着任いたしました。
木曜会、さくらフェスティバル等の会計を担当
させていただきます。
庄原で頑張っておられる方々の力になりたい！
庄原を盛り上げていきたい！という想いを持って
仕事に取り組んでおります。
来所の際には、お気軽にお声掛けいただければ
幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

びほく応援
プロジェクト
実行委員会

 ５月１３日(水)から６月１２日
(金)までの1か月間、市役
所への弁当配
達事業を行い
ました。

参加店舗は
● 味久良 様
● Homespring 様
● キッチン北川 様
● 七輪焼きぼちぼち 様

● ひろしま県民の森 様
● 生活や 様
● Bambe 様
　　　　　　　　(順不同)

市役所本庁職員からの注文の取りまとめ、発注は庄原市
役所商工観光課様にご協力いただきました。

新 入 職 員
紹 介

小川 有香さん
ゆ　か

〒727-0012
広島県庄原市中本町一丁目3－1 渡辺ビル2階
庄原警察署隣　比婆医院様2階
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特に好調 （50＜DI）

※上記のマークを参考にして景況早見表をご覧ください

産業別

項目別 売上高 採算 仕入単価 販売単価 従業員

比
年
前

し
通
見

業況 資金繰り

好　　調 （25≦DI＜50） まあまあ （0≦DI＜25） 不　　振 （▲25≦DI＜0） きわめて不振 （DI＜▲25）

庄原商工会議所  会員情報担当　梶谷●お申込み・お問合せ

このコーナーは会員さんが自由に使っていただけます。会社（事業所）・お店の紹介をしませんか？ 無料

遠慮なくなんでもお問い合わせ下さい。

原市の課題『遊休施設活用×地方創生』をテーマに古民家ホテル
運営、企画を行っています。また庄原市の豊かなアウトドアフィー

ルドを生かしたイベント企画立案や運営、併せて遊休施設などをアウトド
アフィールドへ低コストで改修、活用する提案のコンサルティングも行い
ます。県北では珍しい視覚的デザインとデザイン的思考の手法を用いて、
企業様の様々な課題と向き合いながら企業様の課題のサポートや企業
ブランディングのトータルサポートにも力を入れて活動しています。

広島県庄原市中本町２-２-１９　　0824-74-6161　090-1689-0756
●HP ▼https://www.next-baton.com/
●SNS ▼https://www.facebook.com/baton2020m/

Baton （バトン）

会 員 情 報

庄
　5月28日から6月25日まで計4回にわた
り社会保険労務士の山下千春氏にお越し
いただき無料相談会を開催しました。
　新型コロナウイルス感染症の影響で事
業縮小を余儀なくされた事業主が従業員
の雇用の維持を図った場合に休業手当等
の一部を助成する「雇用調整助成金」「緊
急雇用安定助成金」について、制度の基本
的な説明から申請書類の書き方、添付書類

相談日

時　間

場　所

毎週火曜日・金曜日
（注：相談日は、諸事情で変更になる場合がございます）

午前8時30分から午後5時
事前に来所時間の予約も可能です

庄原商工会議所 相談会場（2F会議室）

　今回の新型コロナウイルス
感染拡大の影響を受けている
事業所様を対象に、「なんでも
経営相談窓口」を開設していま
す。
　雇用調整助成金、持続化給
付金、広島県感染防止協力支
援金や各種融資まで、専任の
行政書士がどんな相談もお受
けしております。

お問い合わせが多い為、前日までに電話にて予約い
ただくとスムーズに対応ができます。
相談日以外にも当所の経営指導員が対応致します。

行政書士
宮崎　孝記

（みやざき法務事務所）

【お問い合わせ】　庄原商工会議所  相談課　    0824－72－2121

について丁寧に説明していただきました。
実際に相談に来られた方からは「とても難
しい制度と聞いていたが丁寧な説明のお
かげで制度について理解を深めることが
できた。申請のハードルがグッと下がった。」
とお話しいただきました。
　今後も、このような相談会を開催する予
定ですので、是非ご利用ください。

なんでも経営相談窓口を開設しています

社会保険労務士
による

無料相談会を

開催しました

社会保険労務士
による

無料相談会を

開催しました
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里山の駅 庄原 ふらり里山の駅 庄原 ふらり

かんぽの郷 庄原かんぽの郷 庄原

コロナに負けず

営業再開!!


